
酪農・肉用牛経営の持続的な発展を図り、国際
情勢等に影響を受けやすい輸入飼肥料に過度に依
存しない安定した酪農・肉用牛経営を推進するた
め、地域の酪農・肉用牛経営者等が連携して、飼
料生産基盤及び国産生産資材を最大限に活用して
良質な飼料を生産する取組等を支援します。

令和８年度版
飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛

産地支援事業の手引き
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➀ 組織及び運営についての規約を定めていること

② 運営を行うための事務局を設置していること

③ 適切に事業を実施できる体制を有すること

④ 環境負荷低減の基本的な取組を実施していること
「みどりチェック」チェックシートを提出することが必要です。

詳細はp６を参照

事業への申請手続、取組計画の作成、取組の実施及び進捗確認を
行うことが必要です。
交付金の活用方法を規約等に定め、定めた方法に従い会計処理を
行うことが必要です。
交付金を受領する口座は、組織名義又は代表者名義とし、収支の
確認ができることが必要です。

支援対象者

１

■ 地域協議会の事業参加要件

 地域の酪農経営者、肉用牛経営者等で組織された団体※（以下、「地域協議
会」という。）を支援対象とします。

 運営や取組の実施体制に応じて、市町村、農業者団体等を含めることが可
能です。

■ 支援対象者

＜地域協議会の会員の例＞
 酪農経営者
 肉用牛経営者
 乳用育成牛経営者
 TMRセンター
 市町村
 農業協同組合 等

＜交付金の活用方法＞
地域協議会は、交付金を酪農・肉用牛経営者等に配分するほか、飼料生産
にかかる共同の取組や本事業の実施に係る経費に充当することが可能です

※農業協同組合等の農業者団体やクラスター協議会等の既存の協議会でも可



① 酪農経営者は、事業実施年度を通して生乳を出荷していること

② 肉用牛経営者は、事業実施年度に継続して牛を飼養し、
年度内に牛の出荷・販売実績があること

③ ①の酪農経営者又は②の肉用牛経営者で組織された飼料生産組織は、
 法人の場合は、農地所有適格法人であること
 任意の集団の場合は、以下の内容について取り決めた規約を有してお

り、飼料生産の作業の共同化を図り、共同化に係る経理を一元化して
いること

④ 酪農経営者、肉用牛経営者及び飼料生産組織は、
牛１頭当たりの飼料作物作付地を基準面積以上確保していること
（詳細はp３を参照）
（基準面積：北海道で４０ａ/頭、都府県で１０ａ/頭）

⑤ 酪農経営者、肉用牛経営者及び飼料生産組織は、
クロスコンプライアンスを満たしていること（詳細はp６を参照）

環境負荷低減の取組を実施していること
配合飼料価格安定制度の加入要件を満たしていること
生乳需給安定への取組を実施していること

酪農・肉用牛経営者の参加要件

２

■ 事業に参加する酪農・肉用牛経営者等の要件

自ら生乳を生産・加工・販売していることが証明できる資料があれば出荷要件
を満たしていると判断できます。

（自社で加工・販売を行う場合）

＜規約に取り決める事項＞
・集団の目的、名称、住所、代表者及び構成員に関する事項
・集団の運営及び構成員の役割に関する事項
・集団の会計処理に関する事項

４月1日時点で牛を飼養していない新規就農者等については、10月1日以降
継続して生乳出荷があること。

肉用牛経営者には、未経産の乳用牛のみを飼養している経営者を含みます。
４月1日時点で牛を飼養していない新規就農者等については、10月1日以降
継続して牛を飼養していること。



基準面積
北海道：40ａ/頭
都府県：10ａ/頭

10ａ未満は切捨て

対象牛１頭当たりの飼料作物
作付面積の確保

㋐ 飼料作物作付延べ面積

例えば北海道で、対象牛１頭あたりの飼料
作物作付面積が３９．９ａ/頭の場合は事業
に参加できません

３

㋑ 対象牛の飼養頭数

㋐ 飼料作物作付延べ面積とは？
 事業年度に飼料作物を作付・収穫している下表の農地又は採草放牧地の延べ面積であり

（放牧に供している作付地は、収穫しているとみなします）、単年生飼料作物の場合
は、二期作、二毛作の２作目まで対象となります。永年生飼料作物の２番草、３番草は
対象外となります。

 公的機関等の書類により面積が確認できることが必要です。

 牛個体識別台帳に４月１日時点で登録されている以下の牛の頭数です。
① 酪農経営者

満２４か月齢以上の乳用雌牛、満７か月齢以上の肉用種及び交雑種の牛
② 肉用牛経営者

満７か月齢以上の牛（品種・雌雄は問いません）

 ただし、４月１日時点で牛を飼養していない新規就農者等の場合は、９月３０日時点の
頭数とします。

㋑ 対象牛の飼養頭数とは？

家畜改良センターへの飼養牛の届け出を適切に行っていることが必要です。

㋐飼料作物作付
延べ面積

飼料作物作付地

自己所有地
借 地
農作業受託地
耕種農家との契約栽培地
単年生飼料作物の二期作・二毛作の２作目の作付地

表：対象となる農地又は採草放牧地※

※作付・収穫（放牧を含む）を行っていない土地は対象となりません。



酪農経営と肉用牛経営の両方を
経営している場合

４

肉用牛経営

酪農経営

肉用牛
乳用牛

パターンA
農場の地番や管理者が異なり
牛個体識別管理者番号が異なる

パターンB
同一農場内で飼養しており、
牛個体識別管理者番号が同じ

酪農経営と肉用牛経営で分けて、
２つの経営として事業に参加

肉用牛も含む酪農経営として
事業に参加

 作付地は、乳用牛と肉用牛の給与割合に
従って、酪農経営と肉用牛経営に分けて
ください。

 TMRセンターを利用している場合は、粗
飼料割合も考慮の上で、乳用牛と肉用牛
の給与割合に応じて、作付地を酪農経営
と肉用牛経営に分けてください。

 飼養頭数は、２４か月齢以上の乳用雌牛と
７か月齢以上の肉用牛が対象となります。

飼料生産記録と給与記録を
保存する必要があります

９０：１０
（ロール数、体積、重量の比等）

作付地＝９０ha：１０ha

【例 作付地の分け方】

 牛個体識別管理者番号が共通の場合で
あっても、生産した飼料の給与量等を乳
用牛と肉用牛に分けることができる場合
は、パターンAに準じて、酪農経営部分と
肉用牛経営部分を分け、要件を満たす部
分のみ（例えば酪農経営部分のみ）で事
業に参加することが可能です。

 例えば酪農経営部分のみとする場合、飼
養頭数は、24か月齢以上の乳用雌牛頭数、
飼料生産計画に含めることができる作付
地は、乳用雌牛に給与している飼料作物
を生産している作付地のみとなります。



（参考）農作業受託地・契約栽培地

 農地の所有者（委託者）から農作業の委託を受けて、飼料作物を作付・収穫
を行った農地又は採草放牧地

■ 農作業受託地とは？

５

１ 受託者は、基幹的な作業※の全てを委託者から受託し、自ら作業を行うこと
２ 受託者は、生産した飼料作物（委託者に所有権があると判断できるもの）を①委託
者から買い取る又は、
②委託者から販売を受託して第３者に対して販売すること

３ 受託者は、委託者から農作業受託の対価（委託料等）を受け取ること
（受託者が生産した飼料作物や、生産した飼料作物を第三者へ販売した利益を対価と
することも可）

以下の事項を約した契約書が必要です。
なお、委託者と受託者の両者が、同じ土地をそれそれの
飼料作物作付地に重複して算入することはできません。

■ 契約栽培地とは？
 耕種農家等が飼料作物の作付けを行うことを契約した農地又は採草放牧地

１ 耕種農家やコントラクター等が作付けを行う飼料作物作付面積を明らかにすること
２ 酪農・肉用牛経営者等は耕種農家等またはコントラクター等が行う役務もしくは、
生産された飼料作物に対する対価を支払うこと（現物を対価とすることも可）

注）
 対価を支払ったことが確認できるよう、領収書等（現物の場合は、受取量、受取日時、
署名のある確認表等）を保管する必要があります。

 公的書類等により作付面積が確認できる必要がありますので、契約時に確認してくだ
さい。

以下の事項を約した契約書が必要です。

※「基幹的な作業」は耕起・整地、施肥、播種、収穫、乾燥・調製の全ての作業を
言います。



クロスコンプライアンス①

 配合飼料価格安定制度の安定的な運営を確保するため、同制度への継続加
入等が事業参加への要件となります。

 ①配合飼料の価格差補塡に関する基本契約及び②配合飼料の価格差補塡に
関する毎年度行われる数量契約について、以下の（１）から（４）のいず
れかに該当する必要があります。

■ 配合飼料価格安定制度の安定的な運営の確保

６

（１）事業実施年度の前年度において契約を締結している者が、引き続き事業実施年度

において契約を締結していること。

（２）新たに事業実施年度から契約を締結している者であること。

（３）前年度及び事業実施年度とも契約を締結していない者であること。

（４）前年度は契約をしていたが、事業実施年度は契約を締結しない者にあっては、配

合飼料の給与を完全に中止していること。

 「みどりの食料システム戦略」においては、政策手法のグリーン化の取組
として、施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者へ集中し
ていくこととしています。

 環境負荷低減の基本的な取組を実施していることが事業参加への要件とな
りますので、各取組の具体的な内容や確認ポイントが記載された解説書を
読み、「みどりチェック」チェックシートを用いて、取組状況を確認して
ください。

■ 環境負荷低減の取組の実施

「みどりチェック」の取組内容の解説書はこちら

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/kurokon.html
＜農林水産省ウェブサイト＞



クロスコンプライアンス②

７

 生乳需給の安定のため、この事業の受益者となる酪農経営者（沖縄県又は
伊豆諸島は除く）は、「生乳需給安定クロスコンプライアンスの運用等に
ついて」（令和７年２月28日付６畜産第3109号農林水産省畜産局⻑通知）
に規定する要件を満たすことが事業参加への要件となります。

 事業の申請月の属する四半期の前々四半期末までの 12 か月分の全ての取引
乳量に応じた金額を継続して拠出していることが、要件となります。

 ただし、令和８年 12 月以前に申請する場合は、令和７年 10 月分以降の実
績が確認対象となります。具体的には、
①令和８年１月〜３月は、令和７年 10 月分
②令和８年４月〜６月は、令和７年 10 月〜12 月分
③令和８年７月〜９月は、令和７年 10 月〜令和８年３月
④令和８年10月〜12月は、令和７年 10 月〜令和８年６月
の全ての取引乳量に応じた金額を継続して拠出していると確認できること
が要件となります。

■ 生乳需給安定の取組の実施

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/kurokon.html
＜農林水産省ウェブサイト＞

＜生乳需給安定クロスコンプライアンスに係るお問い合わせ窓口＞
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/seisan/c_gyunyu/kurokon_madoguchi.html



８

みどりチェック（畜産経営体向け）



９

みどりチェック（地域協議会向け）



１０

生乳クロコンに係るチェックシート
（酪農経営者向け）①



１１

生乳クロコンに係るチェックシート
（酪農経営者向け）②



１２

生乳クロコンに係るチェックシートリスト
（地域協議会向け）

生産者No. 申請年月日
申請する補助事

業名

牛の個体
識別シス

テム
農家コー
ド（10
桁）

生産者氏
名

（法人の
場合は会
社名）

その他取
引先の有

無
郵便番号 都道府県 市町村

市町村以
下の住所

経産牛飼
養頭数
（頭）

補助事業
申請月の
３か月前
の全取引

乳量
（kg）

確認事項
への同意

記入例 R〇．〇．〇 飼料生産基盤立脚123456789
農林　太

郎
無 100-8950 東京 千代田区

霞ヶ関１
丁目２番

１号
60 50,000 〇
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